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○被災地の早期復興のリーディングプロジェクトである復興道路・復興支援道路の早期完成を目指す

○ＪＲ常磐線等の早期の全線復旧に向けた取組みが着実に進むよう、引き続き関係者間で緊密に連携

○ H30年度に小名浜港の国際物流ターミナル整備を完成させる等、復興の加速化の拠点となる港湾施設の整備を行う

最近講じた措置

○道路などの基幹インフラについてはこの１年間概ね順調に進捗し、着実に復旧・整備を推進した。
○引き続き工程表に基づきインフラの復旧・整備を着実に推進する。

今後講じていく主な措置

○ Ｈ２９．３．２０ ： 南三陸道路 開通予定、 Ｈ２９．３．２６ ： 阿武隈東道路 開通予定
H２９．３月中： 矢本石巻道路石巻女川IC～桃生豊里IC ４車線化予定

○ＪＲ常磐線 小高～浪江間（Ｈ２９．４．１に運転再開予定）、富岡～竜田間（Ｈ２９．１０月頃に運転再開予定）
○大船渡港湾口防波堤（H２８年度完成予定）

主なスケジュール

１．基幹インフラの復旧・復興 （概要）

沿線自治体首長会議

南三陸道路（志津川IC～南三陸海岸IC間）（H28.7現在）
し づ が わ みなみさんりくかいがん

至八戸

至仙台

都南川目道路（川目IC～田の沢IC）

仙石線（石巻駅）

（道路）

○ H28.  3.12 : 宮古盛岡横断道路 都南川目道路 川目IC～田の沢IC (2.6km)開通
○ H28.  3.27 :   三陸沿岸道路 仙塩道路(7.8km) 4車線化
○ H28.  4.16 :   三陸沿岸道路 登米志津川道路 登米東和IC～三滝堂IC (2.0km)開通
○ H28.10.28 :   復興道路・復興支援道路全体550kmのうち、503km・約9割で開通または

開通見通しが確定
○ H28.10.30 :   三陸沿岸道路 登米志津川道路 三滝堂IC～志津川IC (9.1km)開通
※原発事故による避難者に対する高速道路の無料措置については、H３０.３.３１までの１年間延長を決定。
なお、出口料金所での混雑等の課題があるため、今後、この対応について検討。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（鉄道）

○ H27.  3.  7: ＪＲ山田線の復旧工事に着手
○ H27.12.25:   ＪＲ大船渡線について、第３回ＪＲ大船渡線沿線自治体首長会議において、

ＢＲＴによる本格復旧受け入れで合意
○ H27.12.25:   ＪＲ気仙沼線について、第３回ＪＲ気仙沼線沿線自治体首長会議において、南三陸町と登米市は

ＢＲＴによる本格復旧受け入れで合意
○ H28. 3.10 :   ＪＲ常磐線の平成３１年度末までの全線開通を目指すことを公表
○ H28.  3.18:    ＪＲ気仙沼線について、気仙沼市においても、ＢＲＴによる本格復旧を受け入れる旨を表明
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１－１．道路

○復興道路・復興支援道路の整備
－H28. 3.12 :都南川目道路(2.6km)開通
－H28. 3.27 :仙塩道路(7.8km) 4車線化
－H28. 4.16 :登米志津川道路(2.0km)開通
－H28.10.30 :登米志津川道路(9.1km)開通

○常磐自動車道
－H28. 9.15 ：付加車線設置箇所決定

○その他、直轄国道の復旧を実施。

最近講じた措置

至 釜石

至 八戸

至 仙台

○復興道路・復興支援道路の整備

－H29.3.20 ：南三陸道路(3.0km)開通予定

－H29.3.26 ：阿武隈東道路(10.5km)開通予定

－H29.3月中：矢本石巻道路(12.1km) 4車線化予定

その他路線についてもH29年度以降の
開通に向け引き続き整備

○常磐自動車道の４車線化

－４車線化 いわき中央～広野、山元～岩沼

－付加車線 広野～山元 うち約13.5km

○その他、直轄国道の復旧を引き続き実施。

今後講じていく措置

常磐自動車道（4車線化）
いわき中央～広野 27km

いわき

常磐自動車道（4車線化）
山元～岩沼 14km

三陸沿岸道路
一般国道45号
登米志津川道路 11.1km

（登米東和IC～志津川IC）

常磐自動車道（付加車線）
広野～山元間で

約13.5kmに設置

双葉IC

大熊IC

登米志津川道路（三滝堂IC～志津川IC） 開通式

阿武隈東道路
そうまやまかみ そうまたまの

（相馬山上IC～相馬玉野IC間）
（H29.1現在）

至相馬

至福島

◆ 復興・復興支援道路、常磐自動車道位置図

一般国道106号
宮古盛岡横断道路

（宮古～盛岡）

東北横断自動車道釜石秋田線
（釜石～花巻）

宮城県北高速幹線道路
【補助】

東北中央自動車道
（相馬～福島）

一般国道45号
三陸沿岸道路

三陸沿岸道路
一般国道45号
南三陸道路 3.0km

（志津川IC～南三陸海岸IC ）

三陸沿岸道路
一般国道45号
矢本石巻道路 12.1km（4車線化）

相馬福島道路
阿武隈東道路 10.5km

三陸沿岸道路
一般国道45号
南三陸道路 4.2km

（南三陸海岸IC～歌津IC ）

三陸沿岸道路
一般国道45号
本吉気仙沼道路 7.1km

三陸沿岸道路
一般国道45号
山田宮古道路 14km

三陸沿岸道路
一般国道45号
宮古田老道路 4km

（田老第２IC～田老北IC）

三陸沿岸道路
一般国道45号
田老岩泉道路 6km

相馬福島道路
阿武隈東～阿武隈 5km

相馬福島道路
霊山道路 12km 開 通 済

調 査 中

H28年度開通済み区間

H29年度開通予定区間

事 業 中

常磐自動車道

H28年度開通予定区間

○東日本大震災において直轄国道、高速道路等が大きな被害を受けたものの、概ね復旧完了。

○また、復興・復興支援道路については、事業促進ＰＰＰの活用等により早期整備を推進。

○復興道路・復興支援道路全体550kmのうち、503km・約９割で開通または開通見通しが確定。

現状と課題

みなみ さんりく

や も と いしのまき

あぶ く ま ひがし

やまもと いわぬまちゅうおう ひろの
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○ＪＲ山田線
ＪＲ山田線（宮古～釜石間）の三陸鉄道への運営移管について、
ＪＲ東日本と地元自治体等が合意（Ｈ２７．２．６）し、復旧工事に着
手（Ｈ２７．３．７）。

○ＪＲ大船渡線及び気仙沼線
ＪＲ大船渡線については、ＢＲＴによる本格復旧で合意。
（Ｈ２７．１２．２５）

ＪＲ気仙沼線については、ＢＲＴによる本格復旧で合意。
（Ｈ２８．３．１８）

○ＪＲ常磐線
平成３１年度末までの全線開通を目指す（Ｈ２８．３．１０公表）
こととしており、運休区間のうち、原ノ町～小高駅間はＨ２８．７．
１２、浜吉田～相馬駅間はＨ２８．１２．１０に運転再開。

＜参考：浜吉田～相馬駅間の運転再開時の様子＞

○ＪＲ山田線については、Ｈ２７．３．７に復旧工事に着手、平成３０年度末の復旧を目指す。
○ＪＲ大船渡線及びＪＲ気仙沼線については、BRTによる本格復旧で合意。
○ＪＲ常磐線については、平成３１年度末までの全線開通を目指す。

現状と課題

最近講じた措置

○ＪＲ山田線
現在、ＪＲ東日本が平成３０年度末を目指して復旧工事中。
早期の運転再開に向けて、復旧工事が着実に進むよう、引き続き

関係者間で緊密に連携。

○ＪＲ大船渡線及び気仙沼線
ＢＲＴの利便性向上等について、具体的な協議が進むよう、引き続
き関係者間で緊密に連携。

○ＪＲ常磐線
引き続き関係者間で緊密に連携し、平成３１年度末までの全
線開通に向けて取り組む。

（運転再開予定）
・小高～浪江駅間：平成２９年４月１日
・富岡～竜田駅間：平成２９年１０月頃
・浪江～富岡駅間：平成３１年度末

今後講じていく措置

１－２．鉄道

相馬駅新地駅

○ＪＲ石巻線、仙石線
・石巻線（浦宿～女川） Ｈ２７．３．２１ 運転再開

・仙石線（高城町～陸前小野） Ｈ２７．５．３０ 運転再開
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平成３１年度末までの
全線開通を目指す

＜小高～竜田間＞
【避難指示解除準備区域等】

〇 小高～浪江間：平成29年4月1日に運転再開予定

〇 竜田～富岡間：平成29年10月頃に運転再開予定

【帰還困難区域を含む区間】

〇 浪江～富岡間：平成31年度末までの開通を目指す

〇 ＪＲ東日本からの地元自治体等に対する、ＪＲ山田線の三陸鉄道への運営移管の
提案について、平成27年2月に合意。

ＪＲ東日本が平成３０年度末を目指して復旧し、
三陸鉄道へ移管

＜浜吉田～相馬間＞

〇 浜吉田～相馬間：平成28年12月10日に運転再開

そうまはまよしだ

ＪＲ常磐線（浜吉田～相馬間、小高～竜田間）

おだか たつた

なみえ とみおか

ＪＲ山田線（宮古～釜石間）
みやこ かまいし

広野
ひろの

久慈

盛岡

宮古

一ノ関

気仙沼

さかり

盛

こごた

小牛田

あおば通

仙台

花巻

やないづ

柳津

大槌

陸中山田

釜石

大船渡

陸中野田

小本

りくぜんたかた

陸前高田

わたり

亘理

新地

坂元

相馬

原ノ町

竜田

田野畑
おもと

吉浜
よしはま

女
川

渡
波

石
巻

まえやち

前谷地

陸
前
小
野

高城町

浜吉田

ＪＲ石巻線
平成27年3月21日
全線運転再開

三陸鉄道
平成26年4月全線運転再開

ＪＲ大船渡線

ＪＲ気仙沼線

ＪＲ仙石線
平成27年5月30日
全線運転再開

ＪＲ常磐線
※原ノ町～小高間
平成28年7月12日運転再開

※竜田～広野間
平成26年6月1日運転再開

浦
宿

福島第一原発帰還困難区域等

かまいし

おおつち

りくちゅうやまだ

みやこ

もりおか

りくちゅうのだ

く じ

はまよしだ

さかもと

しんち

はらのまち

そうま

たつた

せんだい

たかぎまち

お
な
が
わ

う
ら
し
ゅ
く

り
く
ぜ
ん
お
の

けせんぬま

いちのせき

浪江

富岡

なみえ

とみおか

たのはた

ＪＲ山田線

おおふなと

岩沼
いわぬま

い
し
の
ま
き

わ
た
の
は

本吉
もとよし

ＪＲ常磐線
※浜吉田～相馬間
平成28年12月10日に運転再開

ＢＲＴによる本格復旧

とみおか

ＪＲ大船渡線（盛～気仙沼間）

ＪＲ気仙沼線（気仙沼～柳津間）

〇 国土交通副大臣を座長とする第３回沿線自治体首長会議（H27.12）において、大船渡線
については、BRTによる本格復旧の受け入れで合意。気仙沼線については、南三陸町と
登米市はBRTによる本格復旧受け入れで合意。

〇 3月より復旧工事に着手し、平成30年度末を目指して復旧工事を進めている。

〇 気仙沼市においても、平成28年3月18日にＢＲＴによる本格復旧を受け入れる旨を表明。

さかり けせんぬま

やないづけせんぬま

そうまはまよしだ たつたおだか

なみえおだか

たつた

（参考）東日本大震災等により被災した鉄道路線の復旧に向けた取組

そうまはまよしだ
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ＪＲ常磐線

磐越東線

浪江町

楢葉町

いわき市

６

末続

久ノ浜

南相馬市

広野IC

浪江

磐城太田

竜田

木戸

浪江IC

南相馬IC

広野町

富岡町

大熊町

６

いわき四倉IC

富岡

双葉

小高

桃内

出典：国土地理院

夜ノ森

出典：国土地理院

至 上野

広野

20km圏

常磐富岡IC

線路流出

駅舎流出

橋梁落下

橋脚損傷

橋脚損傷

大野

双葉町

至 仙台

原ノ町

至 上野

福島第一原発
帰還困難区域等

仙台

わたり

亘理

坂元

相馬

原ノ町

広野

浜吉田

新地

ＪＲ常磐線

はまよしだ

さかもと

しんち

はらのまち

そうま

ひろの

せんだい

岩沼
いわぬま

浪江

富岡

なみえ

とみおか

竜田
たつた

山下
やました

宮城県

福島県

駒ヶ嶺
こまがみね

うえの

運行中

休止中

平成２８年７月１２日に運転再開済

開通の見通し

平成２６年６月１日に運転再開済

原ノ町～小高

小高～浪江

浪江～富岡

富岡～竜田

竜田～広野

ＪＲ常磐線

平成２９年３月３１日の浪江町の避難指示解除
に合わせて同年４月１日に運転再開予定

※１ 「ＪＲ常磐線の全線開通の見通しについて」（H２８.３.１０）

※２ 第３回浜通りの復興に向けたＪＲ常磐線復旧促進協議会（H２８.２.２３） において
ＪＲ東日本より報告

２０１９年度（平成３１年度）末までの
開通を目指す※１

２０１７年（平成２９年）内の開通を目指す※２

（参考）ＪＲ常磐線（避難指示区域内）の開通の見通し
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○被災した海岸の復旧・復興事業６７７地区海岸のうち、完成は１８８地区海岸（２８％）、建設中は３８６地区海岸
（５７％） であり、海岸堤防等の復旧・復興について着実に進捗を図る必要がある。（H２９.１末時点）

○県・市町村施工区間について、速やかに復旧・復興が進むよう国として最大限の支援を実施。

○未着工となっている区間についても、海岸管理者である県等に丁寧に対応いただき、早期の進捗
を図る。

現状と課題

○国施工区間（代行区間含む）では、復旧・復興を支える上で
不可欠な仙台空港等重要施設の前面の区間等、約４０キロ※
についてH２９年３月末で完了予定。

状 況 平成２９年１月末

合 計 ６７７地区海岸

完 成 １８８地区海岸（２８％）

建 設 中 ３８６地区海岸（５７％）

工事着手に向けた設計、
用地手続き中等

１０３地区海岸（１５％）

※未着工のうち、６地区海岸は地元調整未了であり、背後のまちづくり計画等との調整、地元
住民との合意形成を進めるため、丁寧な説明を実施中。

※国土交通省及び農林水産省所管海岸
※復旧・復興箇所の合計
※県からの聞き取りによる

１－３．海岸

○県・市町村施工区間では、海岸管理者が地元に対する説明
会等を重ね、地元住民の理解を得て順次工事着手。

今後講じていく措置

最近講じた措置

仙台海岸（宮城県仙台市）

大野地区海岸（岩手県）

※国土交通省及び農林水産省所管海岸

山元海岸（宮城県山元町）
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１－４．港湾

○産業・物流上、特に重要な港湾施設については、３施設を残し平成２６年度末に復旧工事を完了した。
○残る釜石港、大船渡港の湾口防波堤、相馬港の沖防波堤の復旧を計画的に推進している。
○さらに、経済復興の礎となる岸壁・防波堤等の整備を推進している。

現状と課題

復

旧

事

業

今後講じていく措置最近講じた措置

被災地港湾において港湾施設（航路・泊地、
岸壁等）の整備を行った。

引き続き、復興の加速化の拠点となる港湾施設の
整備を行う。

・相馬港 4号ふ頭地区
航路・泊地（水深14m）

・茨城港 常陸那珂港区
中央ふ頭地区 岸壁（水深12m）

復

興

事

業

岸壁(水深18m)岸壁(水深12m)

茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区
国際物流ターミナル整備事業

小名浜港東港地区
国際物流ターミナル整備事業

平成27年8月 相馬港沖防波堤全景

等

(主な事業)(以下の施設についてはH27年度中に完成)

・八戸港 外港地区 防波堤

・小名浜港 東港地区 岸壁（水深18m）

・久慈港 湾口地区 防波堤

○産業物流上、特に重要な港湾施設の復旧
産業物流上、特に重要な131の港湾施設のうち、残る釜石港
及び大船渡港の湾口防波堤、相馬港の沖防波堤の復旧事
業を進め、大船渡港の湾港防波堤は今年度末に完成予定。

釜石港

大船渡港

相馬港

H29.2 大船渡港湾口防波堤全景 H28.3 相馬港沖防波堤工事状況

釜石港の湾口防波堤、相馬港の沖防波堤について、
平成２９年度完了を目指し、復旧工事を推進していく。
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○東北の造船業は、漁船等の建造・修理を通じ、地域の基幹産業である水産業並びに地域経済・雇用を支える重要な産業。

○東日本大震災により壊滅的な被害を受けたが、各種支援制度の活用等により、応急的復旧を行い、ほとんどが操業再開。

○また、地盤沈下により施設の一部が水没したままであったり、防潮堤等公共工事により移転を余儀なくされている事業者に

対しては、H25に補助制度を創設し、集約等による本格的な復興を図ろうとする取り組みを支援。

○19社による8件の集約化事業を支援しており、これまでに3件の事業が完了。さらに今年度末までに２件が完了予定。

（参考）被災した造船業の復旧・復興状況

造船業等復興支援事業の実施状況

新造船工場全景（南三陸市） 操業を開始した新船台（大船渡市）

整備中の造船工場（石巻市） 新造船所完成予想図・起工式典（気仙沼市）

○これまでに整備が完了した造船施設

○現在実施中の事業

地 区 補助事業者 進捗状況

大船渡市 合同会社大船渡ドックケミカル H29.6完了予定

大船渡市 合同会社コーシンケミカル H28.2完了

気仙沼市 株式会社みらい造船 H30.12完了予定

南三陸町 株式会社南三陸造船鉄工所 H29.1完了

石巻市 マリン遠山合同会社 H27.10完了

石巻市 佐藤造船所・及川電機合同会社 H29.3末完了予定

石巻市 株式会社鈴木造船所 H29.5完了予定

石巻市 株式会社聖人堀鉄工所 H29.3完了

主として漁船の建造・修繕を行う中小造船事業

者・関連事業者が集約化等を行い、新たに整備す

る共用施設・設備に対して、事業費の2/3 を補助

国
基金設置法人
（日本財団）

造船関連
組合等

基金造成 補助率2/3
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２．住宅再建・復興まちづくり （概要）

（主な完成・供給状況）

○災害公営住宅の完成状況
（岩手、宮城、福島等８県）
H29.1末までに23,393戸（約8割）完成済み
（計画戸数 30,108戸）

○民間住宅等用宅地の供給状況
H29.1末までに11,616戸（約6割）供給済み
（計画戸数 19,385戸）

（※「住まいの復興工程表」及び「東日本大震災被災者向け
災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の供給状況」による）

○「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の継続

不調件数 H25年度：44件（11.5%）→H28年度（1末時点）： 0件

○公営住宅の標準建設費の見直し

○都市再生機構（ＵＲ）による現地支援体制を強化 446名（H28.3）→454名（H29.3）

○大規模な地区や事業期間が比較的長期となる地区の実情に応じた支援

○防災集団移転促進事業の移転元地の利活用の促進

○資材・人材のマッチングサポートの展開

○国営追悼・祈念施設（仮称）の基本計画策定、基本設計等を実施。

○「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」を継続し、引き続き発注・入札、工事実施、工事後の各段階での対応を的確化。
○都市再生機構（ＵＲ）による現地支援体制の確保
○高台移転については、引き続き、復興庁と連携し、進捗に応じた適切な計画の見直しや移転元地の利活用など、地区ごとの実情に応じた
きめ細かな支援を実施。

○本格化している民間住宅の再建については、人材・資材の動向などを注視し、安定的な施工確保のため必要な支援を行う。

○国営追悼・祈念施設（仮称）について、平成32年度末を目途に整備を行う。

○住宅再建・復興まちづくりについては、被災者に住まいの確保について見通しを持っていただけるよう、
平成２５年３月より「住まいの復興工程表」を復興庁が策定し、これを定期的に改訂。引き続き、工程表に
基づき事業を着実に推進。

○本格化している民間住宅の再建については、人材・資材の動向などを注視し、安定的な施工確保に努める。

○災害公営住宅の完成見込み（岩手、宮城、福島等８県）
H30.春までに約2.9万戸（約９７％）

○民間住宅等用宅地の供給見込み
H30.春までに約1.8万戸（約９０％）

最近講じた措置

今後講じていく主な措置

主な完成・供給予定 （※「住まいの復興工程表」（H28.9末時点）による）
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（参考）住まいの復興工程表について（H28.9末現在）

１．災害公営住宅の整備に係る進捗状況
・岩手県では、H28年度までに概ね4,600戸（概ね８割）、H29年度までに概ね5,200戸（概ね９割）が工事終了の見込み
・宮城県では、H28年度までに概ね13,800戸（概ね９割）、H29年度までに概ね15,500戸（９割超）が工事終了の見込み
・福島県では、H28年度までに概ね6,000戸、H29年度までに概ね8,000戸が工事終了の見込み

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度以降 （調整中） 計
岩手県

（進捗率）
118

（2%）
574

（10%）
1,525
（27%）

3,168
（56%）

4,588
（81%）

5,224
（92%）

5,694
（100%） （0） 5,694

（100%）

宮城県
（進捗率）

50
（0%）

1,343
（8%）

5,288
（33%）

9,812
（61%）

13,792
（86%）

15,476
（97%）

15,754
（98%） （241） 15,995

（100%）

福島県

津波・地震
（進捗率）

80
（3%）

357
（13%）

1,617
（58%）

2,600
（93%）

2,758
（98%）

2,807
（100%）

2,807
（100%） （0） 2,807

（100%）

原発避難者
（進捗率）

0
（0%）

0
（0%）

509
（10%）

1,167
（24%）

3,173
（65%）

4,890
（100%）

4,890
（100%） （0） 4,890

（100%）

帰還者 - - - 0 69 262 272 （26） 298

計
（進捗率）

248
（1%）

2,274
（8%）

8,939
（30%）

16,747
（57%）

24,380
（83%）

28,659
（97%）

29,417
（99%）

（267）
-

29,684
（100%）

（工事終了時期・累計） （単位・戸）

※ 整備計画の策定段階にあるもの等は「調整中」としている。
※ 福島県の帰還者向け災害公営住宅については、全体計画が未定であるため進捗率は示していない。また、3県合計の進捗率には、帰還者向け災害公営住宅の戸数は含んでいない。

２．民間住宅等用宅地の整備に係る進捗状況

（宅地供給時期・累計） （単位・戸）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度以降 (調整中) 計
岩手県 2 247 1,000 2,385 4,196 6,229 7,811 (0) 7,811

(進捗率） (0%) (3%) (13%) (31%) (54%) (80%) (100%) (100%)

宮城県 85 353 2,378 5,264 7,940 9,442 9,705 (0) 9,705
(進捗率） (1%) (4%) (25%) (54%) (82%) (97%) (100%) (100%)
福島県 17 244 594 730 1,327 1,853 1,869 (0) 1,869

(進捗率） (1%) (13%) (32%) (39%) (71%) (99%) (100%) (100%)
計 104 844 3,972 8,379 13,463 17,524 19,385 (0) 19,385

(進捗率） (1%) (4%) (20%) (43%) (69%) (90%) (100%) (100%)

・岩手県では、H28年度までに概ね4,200戸（概ね5割）、H29年度までに概ね6,200戸（概ね8割）が供給される見込み
・宮城県では、H28年度までに概ね7,900戸（概ね8割）、H29年度までに概ね9,400戸（9割超）が供給される見込み
・福島県では、H28年度までに概ね1,300戸（概ね7割）、H29年度までに概ね1,900戸（9割超）が供給される見込み
※民間住宅等用宅地：地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地
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２－１．災害公営住宅

○災害公営住宅の整備については、計画戸数約３万戸に対し、約2.7万戸が着工済みであり、このうち既に約2.3万戸の住宅が完
成に至っている。また、残りの住宅についても概ね用地の目処がついており、全体として県・市町村の計画に沿って着実に進捗。

○災害公営住宅の工事を確実・円滑に実施するため、「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」（H26.9 第4回復興加速化会議

取りまとめ）を展開。被災地の個別の実情を踏まえ、発注・入札段階、工事実施段階、工事後の精算段階等における的確な対応
策を導入・徹底するとともに、その実施状況のフォローアップを実施。

○「住まいの復興工程表」に基づく整備の推進
・引き続き、「住まいの復興工程表」に沿って事業を
着実に推進。

○ 「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の継続
・引き続き、 「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」
の徹底を図る。

○都市再生機構（ＵＲ）による現地支援体制の確保
・事業の進捗にあわせて、現地の業務執行体制を整備。

今後講じていく措置

現状と課題

○「住まいの復興工程表」に基づく整備の推進
•住まいの復興工程表により被災者の方々に対し住宅再建等に
係る時期の目安を提示するとともに、これに基づく整備を推進。

○ 「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の継続
•災害公営住宅の工事を確実・円滑に実施するため、
「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の徹底を図るととも
に、 実施状況のきめ細かなフォローアップを実施

○福島復興再生特別措置法の改正
•福島復興再生特別措置法の改正により、帰還者向けの災害公
営住宅の整備を事業メニューに追加

○都市再生機構（ＵＲ）による現地支援体制を強化
• 446名（H28.3）→454名（H29.3）

最近講じた措置
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災害復興住宅融資

通常
金利

個人負担部分

５年 １０年０％

△０．５３％ Ｈ23

年度末
Ｈ24

年度末
Ｈ25

年度末
Ｈ26

年度末
Ｈ27

年度末

Ｈ28

年度
（1月末
まで）

5,294 10,330 14,110 16,833 18,920 20,417

ὡⱥ ̮ὁ ǵὡⱥ ̮ὁ ┴ ɵ Њ
Ḩ ǵ ѫ╠ʤǙǵȢɟɶȶ

※単位：戸数
※平成29年1月末時点

○被害を受けた住宅等の再建等を図ろうとする者に、
災害復興住宅融資について融資金利の引下げ等を実施

○自治体と地域の建設事業者や住宅金融支援機構が連携し、
被災者からの住宅再建の具体化に向けた相談への対応を強化

○自治体と連携し、防災集団移転事業等により造成された宅地の
分筆登記前に融資金を交付することで住宅着工の早期化を支援

○防災集団移転促進事業等の面整備事業による宅地供給は最盛期
⇒被災者による住宅再建も最盛期。

２－２．民間住宅の自力再建

現状と課題

最近講じた措置

○被災者の住宅の自力再建に向けた各種支援施策を着実に推進する。

資材・人材のマッチングサポート

○被災三県の「地域型復興住宅推進協議会」が、建築主に対し工務店の情報提供をするとともに、工務店に対し
人材紹介や資材調達の支援を行い、円滑な工事を支援している。

今後講じていく措置

防災集団移転促進事業等における再建支援

○防災集団移転促進事業では造成した団地等における移転者の住宅再建を促進するため
引き続き以下の取組を実施
・住宅建設・土地購入のための借入金に係る利子相当額の補助（※）
・住居の移転費用の補助（※）
・宅地を借地として提供することによる初期費用の低減
※がけ地近接等危険住宅移転事業において同様の支援をしている。

ᶧ ͝ ˗ ǵ
Ὀ˓

※単位：戸数

Ｈ24

年度末
Ｈ25

年度末
Ｈ26

年度末
Ｈ27

年度末

Ｈ28

年度
（1月末まで）

102 751 3,393 6,456 7,950 
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※民間住宅等用宅地：防災集団移転促進事業、
土地区画整理事業、
漁業集落防災機能強化事業

※住まいの復興工程表（平成28年9月末現在）による
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今後講じていく措置

現状と課題

最近講じた措置

○機動的な計画の見直し
・事業の進捗や住民意向の変化に応じた事業計画の見直しを促進。

○宅地引渡しの円滑化
・造成した宅地を引き渡す際の地盤に関する情報提供等を促進。

○移転元地の利活用の促進
・防災集団移転促進事業により取得した土地の有効活用に資する譲渡
の円滑化
・復興庁と連携し、移転元地を利用する事業のために土地交換を行った
地権者に対して登録免許税を免税（H２８年度税制改正）

○防災集団移転促進事業及び土地区画整理事業については、概ね８割の地区で宅地の造成を完了。

○工事の進捗状況や住民意向の変化など、地区ごとの実情に応じたきめ細かな支援により、住まいの復興工程表に基づく着実な
事業の実施を図っている。

○地区の実情に応じたきめ細かな支援
・引き続き、復興庁と連携し、進捗に応じた適切な計画の見直しや移転元地の利活用など、地区ごとの実情に応じたきめ細かな
支援を実施。

○実情に応じた事業の着実な推進の支援
・住宅供給戸数が多いなど大規模な地区や事業期間が比較的長期
となる地区について、復興・創生期間内における早期の事業完了
に向け、復興庁とも連携し、地区ごとの実情に応じた支援を実施。

２－３．防災集団移転促進事業、土地区画整理事業

計画見直しの例（岩手県陸前高田市 高田地区・今泉地区）

・事業進捗と共に変化し、高台住宅希望の住民が減少
・高台整備に伴う大量の切土により、事業費が過大

高台住宅を約11.8ha縮小し、事業費を約479億円縮減

H28.3

᷂Ӣ

˹ ᷂Ӣ

高台住宅地

►ѧ H25.2

高台住宅地

᷂Ӣ

˹ ᷂Ӣ

当初計画案<H25.2> 現計画<H28.3>

全体面積 ３１６．７ha ２９８．５ha （▲１８．２ha）

うち高台
住宅地面積 ３３．１ha ２１．３ha （▲１１．８ha）

事 業 費 約１，６７３億円 約１，１９４億円 （▲４７９億円）
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防災集団移転促進事業の着工・完了地区数の推移

着工

完了

（参考）復興まちづくりの進捗状況（H29.1末現在）

【被災３県の状況】

○防災集団移転促進事業及び土地区画整理事業については、全ての地区で法定手続きが完了。
○工事着手済みは、防災集団移転促進事業が３２９地区（９９％）、土地区画整理事業が５０地区（１００％）。
○造成工事完了は、防災集団移転促進事業が３０３地区（９２％） 、土地区画整理事業が１３地区（２６％） となっている。

全体地区数 法定手続き済 工事着手済注3） 造成完了

防災集団移転
促進事業

331地区注1） 大臣同意 331地区（100％） 注2） 329地区（99％）注4） 303地区（92％）

土地区画整理事業 50地区注1） 都市計画決定 50地区（100％）
事業認可 50地区（100％）

50地区（100％） 13地区（26％）

注1）住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数（災害公営住宅のみの地区を含む）
注2）このほか、茨城県北茨城市の２地区において実施し、整備完了済
注3）工事発注（設計付き工事発注を含む）済の地区数
注4）未着手地区は、避難指示解除準備区域にある富岡町、浪江町の２地区

全体計画
地区数３３１

造成工事進捗状況の例

土地区画整理事業
防災集団移転促進事業 【宮城県東松島市野蒜地区】

航空写真（H２８．１１撮影）

＜Ｈ28.11 民間住宅等用宅地：全278戸完成＞

移設したＪＲ仙石線と高台住宅地（H２８．１１撮影）

15



᷂Ӣ ῑ ῇ

（参考）完成した民間住宅等用宅地

○被災３県で１９，３８５戸（岩手県 ７，８１１戸 宮城県 ９，７０５戸 福島県 １，８６９戸）の民間住宅等用宅地を計画
○平成２９年１月末までに１１，６１６戸（約６割） 供給済み、平成３０年春までに約１万８千戸（約９割）供給見込み
（※「住まいの復興工程表」及び「東日本大震災被災者向け災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の供給状況」による）

（提供：山田町 H28.12撮影）

Å土地区画整理事業により既成
市街地を嵩上げして宅地を整
備（民間住宅用宅地47区画）

Å防災集団移転促進事業により
高台の住宅地を整備（民間住
宅用宅地135区画）

Å平成28年5月に全ての宅地が
完成

土地区画整理事業

防災集団移転促進事業

ⱷ ′ʴẔ᷂Ӣ ὟḜ ӳʢ

Å防災集団移転事業の移転
先団地の造成を津波復興拠
点整備事業により整備

Å平成28年12月に完成
（民間住宅用宅地135区画）

᷂Ӣ ὟḜ ⁵⁸

᷂Ӣ ῑ Ѽ ⁸

（提供：石巻市 H28.12撮影）

（提供：陸前高田市 H28.12撮影）

Å土地区画整理事業により、中心市
街地をかさ上げし、高台に住宅地
を整備

Å平成27年11月に92画地、平成28年
9月に81画地の高台住宅地が完成

Å防災集団移転事業の移転先団地と災害
公営住宅敷地の造成を土地区画整理
事業により整備

Å平成26年より宅地供給が開始され、平
成28年12月に全ての宅地が完成

完成した
高台住宅地

H27.11

92 画地

H28.9

81 画地

調整池災害公営
災害公営

災害公営

災害公営

防 集 団 地

H26年供給エリア

H27年供給エリア
H28年供給エリア

16（提供：南三陸町 H29.2撮影）



（参考）各地区におけるまちびらき

Ẏ ק ᷂Ӣ ῑ Ẏ ⁸

土地区画整理事業により地盤の嵩上げを行い、安全な市街地形成を図るとともに、
道路・河川・公園等の公共施設の再整備と商業の復興を実施。
平成28年3月13日に、まちびらき記念式を開催。

まちびらき記念式 H28.3.13

土地利用計画図

ῇʤ ק ᷂Ӣ ὟḜ ῇϷ

津波復興拠点整備事業、防災集団移転促進事業等により整備した地区において、
・平成28年10月23日に、新市街地まちびらきを開催
・平成28年12月10日に、JR常磐線が再開し、あわせて新駅も開業

☻ḹ

ὡЏᵣ̮ὁ
┴

ᾛἶ
Џᶸ

H28.12.10

̮ὁ᷂

ὡЏᵣ̮ὁ
┴

ᵀ

ὡЏᵣ̮ὁ
ֻ

̮ὁ᷂
ͪ

̮ὁ᷂

˧

ḹ

⁸ ᷂ ₳ 28₴10 23

₡ П ꜠╛ ₳ 28₴12 10

ῇʤ К ζ 17



■ 福島復興再生拠点整備事業の動向

○ 福島再生加速化交付金（帰還環境整備交付金）により、避難指示の解除又は解除の見通しが立っている区域において、

復興・再生の拠点となる市街地（一団地の復興再生拠点市街地形成施設）の整備を支援。

○ 平成２９年３月現在、福島県双葉町、大熊町において事業を実施。

18

２－４．被災地におけるまちづくりの取組（福島復興再生拠点整備事業）

「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」の
都市計画を定めることのできる区域

V 計画策定

V 公共施設等整備：

・地区公共施設（道路、公園、広場等）、

・拠点支援施設（交流センター等） 等

V 用地取得造成

【概要】

V計画面積：約18.2ha

V主な土地利用：

住宅、公益施設、商業・業務施設等

大熊町は、平成25年度に復興まちづくりビ
ジョンを策定し、町内の比較的線量の低い
大川原地区に新たな復興拠点を整備するこ
とを公表。
平成２９年１月に都市計画決定、３月に事
業認可予定。

双葉町は、「双葉町復興まちづくり長期
ビジョン」において、避難指示解除準備区
域であり、かつ、津波リスクが低い中野地
区を「復興産業拠点」として位置付け、複
合的な機能を持った拠点の整備を目指し
ているところ。
平成２９年３月に都市計画決定予定。

（Ｈ29.3.10時点）

＜支援対象＞

大熊町 大川原復興拠点

双葉町 中野地区復興産業拠点の整備イメージ

【概要】

V計画面積：約49.5ha

V主な土地利用：

産業・研究・業務施設等
出典：双葉町内復興拠点基本構想

都市計画決定

住宅

住宅

住宅

業務

業務

住宅・業務

住宅・公益

公益・業務

公益

公園

調整池

福島第一
原子力発電所

福島第二
原子力発電所

大熊町

双葉町

浪江町
（平成29年3月31日解除）

富岡町
（平成29年4月1日解除）

川俣町山木屋地区
（平成29年3月31日解除）

飯舘村
（平成29年3月31日解除）



都道府県名 市町村名 地区数 進捗段階

宮城県

石巻市 11地区
計画中・・・７地区
完了・・・４地区

塩竃市 1地区 事業計画認可済み

名取市 1地区 権利変換計画認可済み

気仙沼市 6地区
計画中・・・２地区
建築工事着工済み・・・１地区
完了・・・３地区

仙台市 1地区 完了

福島県
須賀川市 2地区 建築工事着工済み・・・２地区

いわき市 1地区 完了

ƞⱥ ǲǑǘȒ⁸ ᷂П ˗ ǵҲׄ
※復興交付金の支援を受ける地区

ƞ⁸ ᷂П ˗ ᷂Ӣ˗͈ ὟḜ ⁵⁸

○津波により被害を受けた地区の恒久的な住まい、にぎわいのあ

る中心市街地を再生させるため、暮らしやすい市街地を整備。

【事業概要（中央三丁目1番地区）】

V施行面積 ：約０．５ha

V工事期間 ：H２６年度～ H ２７年度

（ H ２６.８建築着工）

（平成２８.１竣工）

V施 行 者 ：組合施行

V整備概要 ：共同住宅、商業施設等

H2 .

外観図

市街地再開発事業等実施地区数：２３地区

○被災地の限られた土地の有効利用を図りつつ、被災商店の再建や被災者の受け皿となる公的住宅等の一体的整備を推進する
ため、市街地再開発事業等を実施。事業実施主体へ除却費や共同施設整備費等を補助。

○平成２９年１月末現在、１４地区において事業を実施中、 ９地区において事業完了となっている。

２－４．被災地におけるまちづくりの取組（市街地再開発事業等）
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○岩手県・宮城県の国営追悼・祈念施設（仮称）の実施設計等を実施。

○東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教訓の後世への伝承とともに、国内外に向けた復興に対する
強い意志の発信のため、地方公共団体との連携のもと、岩手県陸前高田市（高田松原地区）及び宮城県石巻市（南浜地区）
に国営追悼・祈念施設（仮称）を設置することが平成２６年１０月３１日に閣議決定。

○平成２７年８月に、復興庁等により国営追悼・祈念施設（仮称）の基本計画が策定され、平成２７年度からは地方公共団体が
整備する復興祈念公園の中に、国が中核的施設となる丘や広場等（数ｈａ程度）の整備を推進。

○平成２７年１月、岩手県陸前高田市の道の駅「高田松原」を重点「道の駅」に選定。津波で被災したタピック４５（旧道の駅）の
遺構を保存しつつ、国営追悼・祈念施設（仮称）や復興祈念公園と一体となって、震災伝承・地域振興の核として再生。

○平成２９年３月５日、岩手県陸前高田市（高田松原地区）において起工式を開催。３月１９日には宮城県石巻市（南浜地区）の
起工式を開催予定。

※福島県については、県が双葉・浪江両町にまたがる沿岸部を、復興祈念公園の候補地として選定。平成２８年９月、県は国
営追悼・祈念施設（仮称）を浪江町へ設置することを国に要望。

岩手県・宮城県： 平成２８年度末に工事に着手し、平成３２年度末を目途に整備を行う予定。
福島県 ： 復興庁の支出委任により、平成２９年度に基本計画の検討を行う。

今後講じていく措置

現状と課題

最近講じた措置

20

※区域は概ねの位置

２－５．国営追悼・祈念施設（仮称）

岩手県陸前高田市（高田松原地区）

国営追悼・祈念施設（仮称）
国が中核的施設となる丘や広場等を整備

地方公共団体が整備する復興祈念公園

宮城県石巻市（南浜地区）

タピック45（旧道の駅）

奇跡の一本松

起工式における田中副大臣挨拶

重点「道の駅」高田松原（再整備）



○収用手続の迅速化
平成２６年度に講じた用地取得を短縮する収用手続等の加速化措置により、この１年間も引き続いて事業認定手続・収用裁決手続期間が短縮。

○予定価格の適切な設定
実勢価格を反映した公共工事設計労務単価の５回目の引上げ、
実態調査に基づく負担増の状況を反映した適切な積算（復興係数による間接工事費の補正等）の実施。

○資材等の確保
公共プラントによる供給等による生コン供給体制の強化
（直轄整備：宮古、釜石 県整備：石巻、気仙沼)

○公共建築工事の施工確保
「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の活用（標準建設費の見直し、共通仮設費の適正化等）、
「営繕積算方式」の普及・促進、「公共建築相談窓口」における個別事案への丁寧な対応

○ i-Constructionの積極的な活用
「i-Construction」を復興事業においても積極的に活用。

○これまでに発出した収用手続に関する通知等の内容が適切に活用されているかフォローアップを実施するとともに、被災地において、今後生じる用
地取得に当たっての課題について、地方公共団体等と連携しつつ迅速に対応。

○施工確保対策については、引き続き各地の現場の状況をきめ細かく注視し、地域の実情にあった復興の加速化に向け、必要な対策を機動的に
講じる。

○基幹インフラの整備、住宅再建・復興まちづくりの推進に当たり、用地取得が復興の隘路となっていたことか
ら、復興事業において、用地取得を飛躍的に短縮する収用手続等の加速化措置を講じてきた。

○累次にわたり打ち出してきた施工確保対策が奏功し、入札不調は総じて落ち着いてきている。一度不調に
なった工事についても、二度目以降の発注で契約に至っており、積み残しは出ていない。

○今後も引き続き各地の現場の状況をきめ細かく注視するとともに、必要な対策を機動的に講じていく。

今後講じていく主な措置

最近講じた措置

３．用地取得の迅速化、施工確保対策 （概要）

国交省仮設プラント（岩手県釜石市）
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（参考） 復興加速化会議

○復興をさらに加速させるため、発注機関・事業者団体双方の代表が参加し、現状と今後の対応について
認識を共有する会議

場所：被災地（仙台市）
時間：1時間半程度
構成メンバー：国交省（大臣、（副大臣、政務官）、関係局長、東北地整局長）

その他国の機関（復興庁、経済産業省、農林水産省の出先機関）
自治体首長（宮城県、岩手県、福島県、仙台市）
業界団体（東北建設業協会連合会、日建連東北支部、全国生コン工組連合会東北地区本部等）

■これまでの会議開催状況と主な打ち出し：

第1回 平成25年3月3日
・三陸沿岸道路に供給する生コンプラントを2地区において国が設置することを表明

第2回 平成25年10月7日
・第一回で表明した生コンプラントを平成26年9月に稼働させる方針を表明

第3回 平成26年2月1日
・土木工事の予定価格算出にあたり、被災3県において間接費の割り増しを行う復興係数の導入を表明

第4回 平成26年9月27日
・災害公営住宅の整備が計画より遅れないようにするため「工事確実実施プログラム」の導入を表明

第5回 平成27年1月31日
・通常４月に実施している公共工事設計労務単価の改訂を2月に前倒しで実施することを表明

第６回 平成２７年１２月１９日
・i-Constructionを東北で先進的に進めるため、i-Construction(ICT)連絡会議の設置を表明
・復興係数のＨ２８年度継続を表明

第７回 平成２８年１２月１７日
・復興係数のＨ２９年度継続の表明及び「東北復興働き方改革プロジェクト」の推進により復興を加速化を表明 22



今後講じていく措置

最近講じた措置

３－１．用地取得の迅速化

○収用手続については、復興特区法改正法の施行（Ｈ26.5）に当たって、事業認定及び裁決手続の迅速化、緊急使用の活用等のための留意事項等に
ついて通知を発出し、また、起業者が不明裁決の申請をする際に必要となる権利者調査のプロセスを整理したガイドラインを起業者・収用委員会に
対して明示する等の取組の結果、事業認定手続や収用裁決手続の期間が短縮されている。

○これまでに発出した収用手続に関する通知等の内容が適切に活用されているかフォローアップを実施するとともに、被災地において、今後生じる
用地取得に当たっての課題について、地方公共団体等と連携しつつ迅速に対応。

現状と課題

○被災地における用地取得の遅れについては解決に向かっており、引き続き迅速に手続を進めていく。
○所有者不明等により取得が難航している土地については、財産管理制度や不明裁決等の土地収用制度の活用を図る。

事業名（仮称含む） 事業認定申請日 告示日 期間 収用裁決申請日 裁決日 期間 不明裁決 緊急使用

○国直轄事業

【岩手】 釜石花巻道路（釜石～遠野） H26.7.28 H26.7.28 41日間 H27.2.23 H27.7.7 134日間 〇

【宮城】 三陸縦貫自動車道（志津川～歌津）

三陸縦貫自動車道（歌津～大谷）
一級河川鳴瀬川河口部改修工事
一級河川阿武隈川河口部改修工事

H25.3.26

H26.9.9

H26.11.18

H27.2.3

H25.5.7

H26.10.21

H27.1.15

H27.3.20

42日間

42日間
58日間
45日間

①H26.10.30

②H27.7.23

③H27.7.23

H27.10.21

H27.3.31

H28.3.7

①H27.4.28

②H27.12.7

③H27.11.30

H28.6.13

H27.10.5

H28.8.22

180日間
137日間
130日間
146日間
188日間

○
○
○
○
○

【福島】 相馬福島道路（相馬～霊山） H27.2.2 H27.3.18 44日間 任意契約により解決

○県の復興事業

【岩手】 釜石市鵜住居地区 防潮堤事業

宮古市金浜地区 防潮堤事業

H25.6.28

H25.10.31

H25.8.19

H25.12.24

52日間

54日間

①H25.12.18

②H26.4.25

H26.12.3

①H26.6.5

②H26.9.8

H27.5.22

169日間
136日間
170日間

○
○
○ ○(1年間)

【宮城】 県道塩釜亘理線改築工事
気仙沼市鹿折川改修事業

H25.10.31

H26.3.25

H25.12.24

H26.5.14

54日間
50日間

H26.9.18
任意契約により解決

H27.2.23 158日間

小沢地区海岸公共災害復旧（再復）事業 H28.1.6 H28.2.26 51日間 任意契約により解決

※復興特区法施行後に事業認定又は収用裁決（緊急使用の決定を含む。）がなされた主な事業を記載（H28.12.31時点）。
※収用裁決については、釜石花巻道路（釜石～遠野）全２件中１件、三陸縦貫自動車道（志津川～歌津）全６件中３件、一級河川阿武隈川河口部改修工事全２件中１件を記
載。

【福島】

168日間
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○災害公営住宅 工事確実実施プログラムの継続
・被災地の個別の実情を踏まえ、発注・入札段階、工事実施段階、工事後の精算段階等における的確な対応策を導入・徹底し、実施状況をきめ細かく把握
・標準建設費に関し、特殊な条件下での特例加算の限度額を廃止している措置について、適用の具体事例を関係地方公共団体に周知

○公営住宅整備に係る標準建設費の見直し
・公営住宅整備に係る標準建設費の引き上げ（H２８年度の主体附帯工事費は、H２６年度当初比１６％増）

○「営繕積算方式」の普及・促進／公共建築相談窓口における相談受付
・実勢価格や現場実態を的確に反映した適正な予定価格を設定するための積算手法（「営繕積算方式」等）の普及・促進
・復興庁との連携により、「公共建築相談窓口」において発注準備段階からの相談（事前相談）を受付（Ｈ２７．５～）
・公共建築相談窓口において、１９８件の相談に対応（H２８.１～１２）

今後講じていく措置

３－２．施工確保対策

公
共
建
築
工
事
の

施
工
確
保

資
材
等
の

確
保

○引き続き現場の状況をきめ細かく注視し、今後も施工確保のために必要な対策をしっかりと講じていく。

○資材需給情報の共有を通じた建設資材の確保及び官民協力による生コン供給体制の強化
・建設資材対策東北地方連絡会や各県地域分会における資材需給情報の共有（H28.9末現在：３４回 ※復興加速化会議を含む、地域分会は適時開催）
・公共プラント新設等による生コン供給体制の強化（直轄整備（宮古、釜石）H26.9稼働、宮城県整備（石巻、気仙沼）H26.5稼働）
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現状と課題

○これまで累次にわたり施工確保対策を打ち出し、不調率は総じて低下してきている。

○いったん不調になった工事についても、再発注時にロットの見直しなどの工夫を行う

ことでほぼ契約に至っており、積み残しは出ていない。

○実勢価格を反映した公共工事設計労務単価の設定
・公共事業の執行にさらに万全を期すため、被災三県における単価引上げ措置を継続

○実態調査に基づく負担増の状況を反映した適切な積算
・土工とコンクリート工における復興歩掛の設定
・復興係数による間接工事費の補正

最近講じた措置

予
定
価
格
の

適
切
な
設
定
等

※近年の公共工事設計労務単価の伸率
H25 H26.2 H27.2 H28.2 H29.3 （H24比）

全 国：+15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% → +3.4% （+39.3%）
被災三県：+21.0% → +8.4% → +6.3% → +7.8% → +3.3% （+55.3%）

H27年度 H28.4～H29.1
３県１市合計 ： １５．２％ → １６．２％
岩手県 ： ８．３％ → ８．２％
宮城県 ： １９．６％ → ２６．７％（※）

福島県 ： １３．８％ → ８．９％
仙台市 ： ２１．７％ → ２４．５％（※）

※ 今年度の宮城県・仙台市は関東・東北豪雨の影響により不調が増加。



（参考）災害公営住宅 工事確実実施プログラム

災害公営住宅 工事確実実施プログラム
継続して取組む対策＋さらなる導入・徹底を図る対策

●実勢に対応した予定価格の設定
• 適切な工期設定や実勢との乖離が認められ
る工種の見積活用

• 現場実態にあった共通仮設費の積上

• 見積活用と共通仮設の積上項目の明確化

• 共通仮設費及び現場管理費について、実態
把握のための調査を実施し、結果を踏まえ、
経費率等への反映を検討

• 県・市町村・ＵＲが見積情報を共有する体制
整備（ＵＲを核として実施）

●物価上昇等への的確な
対応

• 予定価格設定時から契約時
点、又は、その後の物価上昇に
対応するための設計変更やイン
フレスライド条項、精算等の適
切な対応

●上記の取組を市町村にも働きかけるとともに、取組情報の周知徹底による建設業者の受注環境整備

●資材・人材のマッチングサ
ポートの開始・展開

• 工事業者・現場間の資材調達・人材
確保の円滑化を図るための情報共有
システムと体制を整備

• 国において関係団体に協力要請

（岩手県、宮城県、福島県の３県で既に
開始）

入札・契約確実化 工事実施を確実化変化への対応を確実化

●プログラムの実施状況を把握（プログラムの実施状況を把握し、工事の確実な実施をフォローアップ）

●個別地区の課題に対し、きめ細かく対応（復興庁の「工事加速化支援隊」と連携 ）

●実勢に応じた補助金上限額の設定

●ＵＲによる現地支援

●事業手法・工法等を情報提供

●資材対策等の連絡体制

※公共建築工事における取組みと整合を取って
進める。

○災害公営住宅の工事を確実・円滑に実施するため、被災地の個別の実情を踏まえ、発注・入札段階、工事
実施段階、工事後の精算段階等における的確な対応策を導入・徹底し、その実施状況をきめ細かく把握。
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Ｚ

（参考）公共建築工事における『営繕積算方式』の普及・促進

地方公共団体等への普及・促進

● ｢営繕積算方式活用マニュアル」を作成し、各種会議等で普及・促進
● 「公共建築相談窓口」において、個別事案の相談に丁寧に対応
● 積算情報（単価等）の共有
● 設計や建設業の各団体に周知

現場管理費 一般管理費等

◆標準積算(H26.4) ［100%］
【市場単価、標準的な共通仮設積上げ

（揚重機ｽﾎﾟｯﾄ、仮囲い、交通誘導警備員）】

(100%:100%)

100% 100%100%100%

143% 127% 114%

(118%:176%)

112%

134% 121% 111%

(113%:161%)

109%

直接工事費

【 積算例 】

◆(※1) 被災地状況を反映 ［111%］
【実勢単価（見積活用）＋共通仮設の積上げ
（揚重機月極調達等）＋工期連動（3ヶ月加算）】
※宮城県建設業協会資料より

◆(※2) 工期延期＋価格変動 ［115%］
【工期1ヶ月延長＋型枠、鉄筋加工10%上昇】

直轄工事（営繕工事）の積算手法を地方公共団体へ情報提供し、個別相談等に丁寧に対応

共通仮設費
(率：積上)

◆(※3) 一般管理費等率の見直し等を反映
最新の一般管理費等率（H28.12.20付改定）を
適用することで、工事費がさらに2.6％上昇※

※ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事を合わせた値

モデル庁舎（RC造４階建て
延べ床面積3,000㎡、工期13ヶ月）

● 現場実態に合った共通仮設費の積上 （※１）

● 適切な工期設定や市場価格との乖離が認められる工種
の見積活用 （※１）

● 物価上昇等への的確な対応 （※２）

● 最新の国の積算基準（一般管理費等率の見直し等）の適用（※３）

● 共通仮設の積上げ項目の明確化
・設計図書等への条件明示、公開数量書に明記（設計変更可能）

● 「見積活用方式」の適用の明確化

・入札説明書等に明記

『営繕積算方式』

積算の見える化

○学校や庁舎等の公共建築工事を確実・円滑に実施するため、実勢価格や現場実態を的確に反映した
適正な予定価格を設定するための積算手法（営繕積算方式等）を普及・促進
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（参考）公共建築相談窓口における対応

○ 学校等の公共建築工事について、復興庁が収集した課題に対し、所管官庁は予算面、

国土交通省は技術面で支援する枠組みを構築。また、発注準備段階からの事前相談対応

を強化（平成２７年５月～）。

○ 平成２８年１月～１２月は、１９８件※の相談に対応（平成２７年１月～１２月は、１２６件）。

○ 相談件数は増加、「公共建築相談窓口」の活用が定着。

計画段階（企画・予算措置）や事業完了後（保全）の件数が増え、相談内容が多様化。

○ これまでの相談対応事案のうち、落札に至った事例
【岩手県】大船渡市越喜来小学校・こども園、 【宮城県】南三陸病院・総合ケアセンター、【福島県】相馬市役所新庁舎

相談内容別内訳（平成28年1月～12月）

126

198

0

50

100

150

200
（相談 延べ件数）

(   )内は、平成27年1月～12月の件数及び割合

H28年（合計）

H27年（合計）

※東北地方整備局管内

相談内容 件数 割合

企画・予算措置 91 (53) 46% (42%)

発注・実施 43 (40) 22% (32%)

設計 16 (13) 8% (10%)

積算 20 (16) 10% (13%)

入札手続き 5 (9) 3% (7%)

工事監理 2 (2) 1% (2%)

保全 58 (26) 29% (21%)

その他 6 (7) 3% (5%)

合計 198 （126） 100% （100%）
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○平成28年を「東北観光復興元年」とし、関係機関、地方公共団体や民間団体と連携し、施策を総動員して観光復興に取り組む。
これにより、東北６県の外国人宿泊者数を、２０２０年に２０１５年の３倍の１５０万人泊に押し上げる。

主な措置

（取組の例）
○平成２８年度からの５年間で、海外の旅行会社
などを、 ２千人規模で東北に招いて、東北の
魅力を大々的に海外に発信する。

○地域の路線バスや鉄道など交通機関のフリー
パスについて、外国語による情報提供を充実
させるなど、訪日外国人旅行者にとって使い
やすいものにする。

◎東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業

（延べ外国人宿泊者数のH22年比）

訪日外国人が急増する中、東北地方では外国人の延べ宿泊者数はようやく震災前の
水準を回復したところである。
訪日外国人急増の効果を東北地方へ波及させるため、風評被害を払拭し、東北地方
の観光の潜在力を開花させ、観光復興を実現する。
〇Ｈ２８年度に東北復興対策交付金を新たに設け、地域の取組をさらに支援
〇Ｈ２８年度に日本初となる全世界を対象としたディスティネーション・キャンペーンとし
て東北への集中的なプロモーションを開始

○東北の各県を跨がって観光地をネットワーク化し、東北の自然、歴史文化や食などを探訪する旅を満喫できるようにする。
これにより、訪日外国人観光客の誘客を促進する。
（東北の「日本の奥の院・東北探訪ルート」を含む、全国で11の広域観光周遊ルート形成計画を認定済。）

◎広域観光周遊ルートの形成の促進

○福島県における観光関連復興支援事業
福島県が行う風評被害対策及び観光復興のための国内プロモーション及び教育旅行再生 などの取組に
対して補助。

○３省庁連携による教育旅行再生の取組
観光庁、復興庁、文部科学省が連携して都道府県 に対し、福島県への修学旅行の実施を呼びかける
通知を発出。

教育旅行による被災地の視察（福島県いわき市）※H21年度：約71万人泊→H23年度：約13.2万人泊→H27年度：約38.1万人泊

◎福島県に関連する対策
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※事業の実施にあたっては、適切な目標を設定し、
PDCAサイクルを明確にするとともに、広域的に
連携した取組を促進する。

Ｈ２７ Ｈ２８（速報値）

全国 232.5% 246.2%

東北地方 104.0% 126.8%

４．観光の復興 （概要）
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126.8%

31.5%
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Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

全国 東北地方 岩手県・宮城県・福島県 岩手県 宮城県 福島県

震災前のＨ２２年比で全国が２４６．２％まで大きく伸びているのに対し、福島県が８２．４％に留まっていることが影
響し、東北６県においては１２６．８％と、全国的な急増からは遅れている。

注）
出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

（人泊）

全国

東北６県

福島県

岩手県

宮城県

岩手県・宮城県・福島県

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
全国 26,023,000 17,015,780 23,822,510 31,242,220 42,072,820 60,509,240 64,067,520

東北６県 505,400 183,910 232,930 288,760 354,240 525,650 641,070
岩手県・宮城県・福島県 330,100 103,990 146,220 171,030 212,920 308,700 368,330
岩手県 83,440 32,140 42,790 61,330 73,220 99,360 115,580
宮城県 159,490 47,860 74,590 78,400 102,550 161,250 180,930
福島県 87,170 23,990 28,840 31,300 37,150 48,090 71,820

・従業員数１０人以上の宿泊施設を対象。
・Ｈ２８は速報値

（参考）東北地方における延べ外国人宿泊者数（Ｈ２２年比）
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Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

ü 訪日外国人が急増する中、東北地方では、外国人の延べ宿泊者数が
ようやく震災前の水準を回復したところである。

ü 訪日外国人急増の効果を東北地方にも波及させるため、風評被害を
払拭し、東北地方の観光の潜在力を開花させ、観光復興を実現する。

ü 事業の実施にあたっては、適切な目標を設定し、PDCAサイクルを明
確にするとともに、広域的に連携した取組を促進する

全国（246.2%）

東北（126.8%）

注）従業員数１０人以上の宿泊施設を対象。
Ｈ２８は速報値 出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

〇外国人延べ宿泊者数の推移（Ｈ２２年比）

H22 H28

全国 2,602.3 6,406.8

東北 50.5 64.1

（万人泊）

ü 東北地方において、地域からの発案に基づき実施する、
インバウンドを呼び込む取組を支援。

᷂Ḣǵ֝ ̱Ѱș

ȢɱɎȤɱɇלṔǵҧ ș ᷂ǲȉ ֗

᷂Ḣ ǵ ǔʣǙ

観光地域づくり（東北観光復興対策交付金）

ü 日本初となる全世界を対象としたデスティネーション・キャ
ンペーンの第1弾として東北を対象とした集中的な訪日プ
ロモーションを実施。

Ӕ᷂ ǵ Ҙș ϑǮ ͬ ̝ ɵɟɅȡȠ ǵ

ᵀ ̝ǵὕ ὧ ˗ șᾍ ǯǞǦȹɝɈɶ

訪日プロモーション（ＪＮＴＯ運営費交付金）
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←

「事業の実施に・・・」
追記

（参考）東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業



目的：東北地方の風評被害を払拭し、東日本大震災の影響により大きく落ち込んだ訪日外国人旅行者を回復さ
せ、インバウンド急増の効果を波及させることにより、観光を通じて被災地の復興を加速化する。

概要：東北地方の地方公共団体が、観光復興対策実施計画に基づき実施するインバウンドを呼び込む取組に
要する経費について、交付金を交付する（交付率８／１０）。

①観光復興促進調査事業

②地域取組体制構築事業

③プロモーション強化事業

④受入環境整備事業

⑤滞在コンテンツ充実・強化事業

⑥国際会議等誘致・推進事業

インバウンド観光促進マーケティング事業

ふくしまＤＭＯ推進プロジェクト事業

秋田犬を活用したFIT誘客対策事業

みやぎFree Wi-Fi（仮称）整備事業

いわて冬季イベント充実・強化事業

MICE誘致促進に向けた情報発信事業

（青森県）

（福島県）

（秋田県）

（宮城県）

（岩手県）

（山形県）

・観光・交通情報アプリ
（あおもりナビ）を活用

・外国人観光客の旅行
行動を調査・分析

・ 「希望郷いわて
雪まつり」のコンテンツを
「食、雪、体験」を
テーマとして、
外国人観光客向けに充実

福島にしかない特別な
体験をコンセプトに、

・専門家による検討会議

・県内企業のCSR担当者を
対象とした勉強会

秋田犬を見学出来る施設
をつなぎ、

・海外のテレビで情報発信

・旅行会社との
タイアップキャンペーン

・共通SSIDを導入

・博物館や美術館

などの県有施設で
無料Wi-Fiを整備

・情報媒体を活用し、
主催者や取扱広告
代理店などへ
プロモーション

Free Wi - Fi

東北６県と仙台市が連携

青森市、北秋田市、山形市が連携

レンタカーを活用したドライブ周遊
観光促進事業

日本三大樹氷ブランド化誘客推進事業

（八甲田）

（森吉山）

（蔵王）

・台湾、オーストラリア
からのファムツアー

・樹氷フォーラムを
開催

・三大樹氷
パンフレットを作成

複数の地方公共団体が連携して、
広域的に事業を行うものを優先

・旅行会社と連携し、
ドライブ観光周遊
ルートを策定

・訪日外国人向けの
フリーマガジンを発行

・海外旅行博でのＰＲ

31 

（参考）東北観光復興対策交付金（事業例）



観光庁・日本政府観光局（JNTO） では、「明日の日本を支える観光ビジョン-世界が訪れたくなる日本へ-」におい
て示された、日本初となる全世界を対象としたデスティネーション・キャンペーンの第1弾として、東北を対象とした

集中的な訪日プロモーションを実施している。実施に当たっては、東北運輸局・東北観光推進機構・東北の地方
自治体及び観光関係者と連携しつつ、外国人観光客の視点も十分に踏まえた上で、より効果的に事業を実施
し、東北の魅力を全世界に強力に発信する。

全
世
界
的
に
東
北
へ
の
誘
客
を
強
力
に
促
進

CNN等のグローバルメディアや影響力を持
つ人物を起用した映像を東北で撮影し、東
北観光の魅力を発信。

東北6県内の空港への新規就航、チャーター
便運航に対し、販売促進のための共同広告
を実施。

オンライン旅行会社と連携した東北旅行の
情報発信や、販促ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施。

知名度向上 メディア・旅行会社の招請 送客促進

東北におけるイベントや祭り開催時のほか、
東北で初となる「東アジア商談会」等に各国
・地域から500名を超えるメディアや旅行会社
関係者を招請し、大々的な情報発信やツアー
造成を促進。

＜実績＞
○CNNにおいて東北地方のプロモーション映像
を制作。 ５月から７月にかけてCNNテレビと特
設サイトで全世界に発信。

＜実績＞
○KATA（韓国旅行業協会）に所属する旅行会社や
現地メディアを大々的に招請。
期間 6/10～6/12

招請人数：241名

＜実績＞
○韓国から庄内空港へのチャーター運航
期間 9/14、9/17（共同広告期間8/4～9/4）
連携先 大韓航空
○台湾から仙台空港への定期便就航
期間 6/29より（週4便）（共同広告12/1～12/31）
連携先 タイガーエア 32

（参考）東北デスティネーション・キャンペーンの実施



וֹףּ ︣ ḭ צּ ︣ וֹ
ḭ ︣ ︣ Ḯ

ṕ Ḳ 8/10 Ṗ

Ẇ לּ ךּ Ḯ
Ẇ ךּףּ ḭ טּ ḭ ךּ
כֿ פּ ḭ ︣ Ḯ

ṥ Ṧ

ṥ Ṧ
（１）国内プロモーション

① 交流・風評払拭イベントの開催
② 観光アドバイザーの派遣
③ 観光の基礎力づくりに向けた人材育成等

（２）教育旅行再生
① 震災語り部のスキルアップ
② 関係者の招へい、モニターツアーの実施
③ 教育旅行専門誌等を利用したプロモーション

（３）海外プロモーション

ṥ ṕ 28 ṖṦ

ʣ観光地ブランド周遊観光推進事業

“温泉”、“食”をテーマに、県内の
観光地、施設を巡るクーポン付
スタンプラリーを実施し、周遊観光
の振興を図る。

○教育旅行再生事業

福島県への教育旅行を検討している
学校教員を招へいし、これまでに
造成した学習プログラム等を体験

してもらい、教育旅行の誘致を促進
する。海外プロモーションは、

東北観光復興対策交付金により支援

観光庁
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（参考）福島県における観光関連復興支援事業



（参考）広域観光周遊ルート形成促進事業及び認定された計画

Ẇ ḭ ṇ ︡ḭ
︣ ḭ צּ ︣ ṇ ︡ḭ

Ḯ

•

• ṕ Ṗ
•

•

ṕ Wi-Fi Ṗ

Ễỉ Ỉ ểỄ ỉ
ỄỊ Ỉ ểỆ Ệ

ṕ ểể Ṗ

①「アジアの宝悠久の自然美への道ひがし北・海・道」
（「プライムロード ひがし北・海・道」推進協議会）

②「日本の奥の院・東北探訪ルート」
（東北観光推進機構）

③「昇龍道」
（中部（東海・北陸・信州）広域観光推進協議会）

④「美の伝説」
（関西広域連合、関西経済連合会、関西地域振興財団）

⑤「せとうち・海の道」
（せとうち観光推進機構、
瀬戸内観光ルート誘客促進協議会）

⑥「スピリチュアルな島～四国遍路～」
（四国ツーリズム創造機構）

⑦「温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート」
（九州観光推進機構）

⑧「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」
（きた北海道
広域観光周遊ルート推進協議会）

⑨「広域関東周遊ルート「東京圏大回廊」」
（関東観光広域連携事業推進協議会）

⑩「縁の道～山陰～」
（山陰インバウンド機構）

⑪「Be. Okinawa 琉球列島周遊ルート」
（Be. Okinawa 
琉球列島周遊ルート形成推進協議会）

えん

Ễỉ Ỉ ểỄ ṕ Ṗ ỄỊ Ỉ ểỆ ṕ Ṗṕ Ṗ

•

•

•

⑪
⑨

⑦

②

③

④

①

⑥

⑧

⑩

⑤
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観光庁



①蔵王温泉
（山形県山形市）

② 山寺
（山形県山形市）

③ 日本三景・松島
【ミシュラン三ツ星】
（宮城県松島町）

④ わんこそば
（岩手県盛岡市）

⑤ 猊鼻渓舟下り
（岩手県一関市）

⑥ 角館
（秋田県仙北市）

⑦ 白神山地【世界遺産】
（青森県西目屋村ほか）

⑧ 羽黒山
【ミシュラン三ツ星】
（山形県鶴岡市）

約1,900年の歴史がある蔵王
温泉の、一度に200人が入れ
る大露天風呂。

約1,100年前に開かれたお寺。
山門から奥の院までの石段は

800段を超える。

約900年もの昔から偉人に親
しまれてきた日本三景。海に
浮かぶ多島美を楽しめる。

お椀に入った一口大のお
そばを、満足するまで何杯
でも食べる、ユニークな郷
土料理。

船頭の歌を聴きながら
絶景舟下りを楽しむ。
運玉投げで運だめしも
楽しい。

約400年前の町並みをその
まま残し、四季折々に伝統
的景観が楽しめる。

世界最大級のブナの原生が残る
世界遺産。鮮やかな自然や滝を
楽しめる。

約1,400年前に開かれた修験
の山。山頂付近の五重の塔
は国宝に指定。

【対象市場】
最重点市場：北米
重点市場：欧州、タイ
その他市場：

【コンセプト】

東北の四季が織りなす風土と、自然と共存する人々の歴史・文化・食など、
東北の人々が生み育てた宝と呼べる様々な地域を訪れる出会いの旅。

【対象市場の設定理由】

【コンセプトを体現する主たる観光資源】

図①：東北地方で興味のあるテーマ／RISINGU TOHOKU 
FOOD FAIR&2015東北プロモショーンin二世週祭（ＬＡ）
（仙台市商工会議所Ṗ

あなたの日本東北（仙台）のイメージはどのようなものですか？
タイ国際旅行博（TITF♯16）（2015年２，３月）

地図記載例／
鉄道
公共バス
団体ツアーバス・
タクシー・レンタカー

四季が織りなす東北の宝コース

［最重点市場］ 北米

• 訴求効果が高い観光資源は東北の祭り、温泉、食事、桜など。
• 世界遺産やミシュラン三ツ星評価は世界的に認知され、北米にも

訴求する。
• 休暇取得の自由度が高く、比較的長期間のＦＩＴが主流。
• 男性20～30代の個人客(FIT)、同行者はパートナーまたは家族で、

東北への新規来訪者を想定し、 JR JAPAN RAIL PASSを使った、
あまり知られていない東北の宝を探訪するアクティヴな旅を提案。

［重点市場］ 欧州、タイ

• 訴求効果が高いのは日本の四季の彩り豊かな雄大な自然。
• 欧州の旅行形態はＦＩＴが主流、タイの旅行形態もＦＩＴ化してい
る。

• タイ人の旅行シーズンと、東北の桜、紅葉の時期が合致。
• 男性、20～30代、個人客(FIT)、同行者はパートナーまたは家
族、東北への新規来訪者を想定し、JR JAPAN RAIL PASS使
用の個人周遊旅行をアピール。

（参考） 東北地方の広域観光周遊ルートのモデルコースの例
【日本の奥の院・東北探訪ルート】四季が織りなす東北の宝コース
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項 目 進捗率

＜基幹インフラ関係＞

・海岸対策 76%着工 → 85%着工
19%完了 → 28%完了

・復興道路、復興支援道路 97%着工 → 100%着工
41%完了 → 46%完了

・港湾 98%完了 → 98%完了

・鉄道 93%完了 → 97%完了

＜住宅再建・まちづくり関係＞

・災害公営住宅 97%用地確保済み → 98%用地確保済み
49%完了 → 78%完了

・防災集団移転促進事業
（地区ベース）

99%着工 → 99%着工
70%完了 → 92%完了

■主な事業の進捗率（平成28年1月 → 平成29年1月）

<参考>主な公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況

出典：復興庁「公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況」等 36



<参考>公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況

項 目
指標名

進捗率
項 目
指標名

進捗率 項 目
指標名

進捗率 項 目
指標名

進捗率

※１ 海岸対策については、平成27年3月末時点から、復旧のみならず復興も含めた指標とした。「復旧」とは、災害復旧事業により
行う復旧工事のこと。「復興」とは、社会資本整備総合交付金又は農山漁村地域整備交付金により行う整備工事のこと。

※２ 「通常処理に移行した処理場」とは、被災前と同程度の放流水質まで処理が実施可能となった処理場である。

※３ 防災集団移転促進事業や災害公営住宅のみにより宅地供給される地区を含む。
※４ 宅地の一部を使用収益開始した地区、保留地の一部を引渡した地区を計上。

※ 福島県の避難指示解除準備区域等については、原則除いている。
※ 各指標の母数については、事業の進捗に応じ変更されているものもある。

本復旧・復興工事に着
工した地区海岸、本復
旧・復興工事が完了し
た地区海岸の割合

※帰還困難区域及び居住制限区
域を除き、避難指示解除準備
区域を含む。

■海岸対策※１

■河川対策
（直轄区間）

本復旧工事が完了
した河川管理施設
（直轄管理区間）の
割合

■河川対策
（県・市町村管理区間）

本復旧工事が完了
した河川管理施設
（県・市町村管理区
間）の割合

■下水道
通常処理に移行した
下水処理場※２の割合

■交通網（道路）
（直轄区間）

本復旧が完了した
道路開通延長の割合

■交通網（道路）
（県・市町村管理区間）

本復旧が完了した
道路路線数の割合

■交通網（道路）
（復興道路・復興支援道路）

復興道路・復興支援
道路の着工率
復興道路・復興支援
道路の整備率

■交通網（鉄道）

運行を再開した
鉄道路線延長の割合

■交通網（港湾）

本復旧工事に着工した、

及び本復旧工事が完
了した復旧工程計画に
定められた港湾施設の
割合

※供給計画は「住まいの復興工
程表」（H28.9末時点）による。

■災害公営住宅

■復興まちづくり
（防災集団移転促進事業)

事業計画の同意地区※数
造成工事の着工数
造成工事の完了数
の割合

※災害公営住宅のみにより
宅地供給される地区を含む

※供給計画は「住まいの復興工
程表」（H28.9末時点）による。

■復興まちづくり
（土地区画整理事業※３）

事業認可済の地区数
造成工事の着工数
宅地の引渡開始地区※４数
造成工事の完了数
の割合

※供給計画は「住まいの復興工
程表」（H28.9末時点）による。

■復興まちづくり
（津波復興拠点整備事業）

造成完了した地区数
工事に着手した地区数
事業認可した地区数
の割合

■復興まちづくり
（造成宅地の滑動崩落防止）

対策工事に着工した
地区数、
対策工事が完了した
地区数 の割合

（平成29年1月末時点）

※進捗率には、帰還者向け災害
公営住宅の計画を含んでいない。

災害公営住宅の
用地確保が完了した戸数
建築工事に着手した戸数
建築工事が完了した戸数

の割合

※ＪＲ大船渡線・気仙沼線の
ＢＲＴによる本格復旧分を含
む。

※旧北上川（本復旧工事完了
済）では、引き続き地震・津波
対策を実施中。

復興まちづくり計画に基づき下水道事
業を計画し、処理場またはポンプ場の
整備を含む地区数のうち、
・下水道事業に着工している地区数
・下水道事業が完了した地区数
の割合

※被災前と同程度の放流水質まで処理が

実施可能となった処理場。

0% 50% 100%

85%
（着工）

28%
（完了）

0% 50% 100%

0% 50% 100%

91%

100%

0% 50% 100%

100%（完了）

0% 50% 100%

0%（完了）
80%
（着工）

【復旧】

【復興】

97%

0% 50% 100%

99%

0% 50% 100%

100%
（着工）

46%
（完了）

0% 50% 100%

0% 50% 100%

94%

0% 50% 100%

98%（完了）
100%（着工）

0% 50% 100%

78%
（工事完了）

91%
（工事着手）

98%
（用地確保）

【地区ベース】

【戸数ベース】

100%
（同意）

0% 50% 100%

0% 50% 100%

99%
（着工）

92%（完了）

91%
（完了）

99%（着工）

【地区ベース】

【戸数ベース】

0% 50% 100%

100%（認可・着工）
26%（完了） 76%（宅地引渡）

0% 50% 100%

100%（着工）32%（完了）

0% 50% 100%

98%
（完了）

100%
（着工）

100%（認可）

0% 50% 100%

100%（着工）25%（造成）
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